
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

1
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○
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
略
］

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
安
全
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
安
全
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め

る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
表
示

圧
縮

三

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
表
示

圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号

に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
次
の

の
表
示
に
つ
い
て
は
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
式
、
同
項
第
三

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
式
、
同
項
第
三
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
ヘ

号
の
表
示
に
つ
い
て
は
ヘ
に
掲
げ
る
方
式

に
掲
げ
る
方
式

イ

充
塡
す
べ
き
ガ
ス
の
名
称
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

イ

充
塡
す
べ
き
ガ
ス
の
名
称
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
に
あ
っ
て
は
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
」
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

容
器
に
あ
っ
て
は
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
」
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水

置
用
容
器
及
び
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
「
圧
縮
水
素
」
、
液

は
「
圧
縮
水
素
」
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
「
液
化
天
然
ガ

っ
て
は
「
液
化
天
然
ガ
ス
」
）
を
明
示
す
る
こ
と
。

ス
」
）
を
明
示
す
る
こ
と
。

ロ

自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

ロ

自
動
車
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
（
「
車
両
専
用

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
い
、
二
輪
自
動
車
を

」
）
を
明
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
二
輪
自
動
車
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動

と
を
示
す
文
字
（
「
車
両
専
用
」
）
を
明
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
示
す
文
字
（
「
低
充



- 2 -

低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
低
充
塡

塡
サ
イ
ク
ル
車
両
専
用
」
）
を
明
示
す
る
こ
と
。

サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
を
示
す
文
字
（
「
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
車
両
専
用
」
）
を
明
示

す
る
こ
と
。

ハ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が

ハ

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
一
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

い
様
式
第
一
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は

は
、
様
式
第
一
の
二
）
に
定
め
る
容
器
証
票
を
容
器
の
外
面
の
見
や

、
様
式
第
一
の
二
）
に
定
め
る
容
器
証
票
を
容
器
の
外
面
の
見
や
す

す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

ニ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が

ニ

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
二
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

い
様
式
第
二
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は

は
、
様
式
第
二
の
二
）
に
定
め
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
を
車
両
表
面

、
様
式
第
二
の
二
）
に
定
め
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
を
車
両
表
面
の

の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

ホ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が

ホ

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動

い
様
式
第
三
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素

器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
三
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮

容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
三
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
四
）
に
定

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
四
）
に
定
め

め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

る
車
載
容
器
総
括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

ヘ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
（
道
路
運
送
車
両
法

ヘ

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年

第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査

法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以

証
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有

十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
定
め

者
、
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
証
に
記
載

る
軽
自
動
車
届
出
済
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有
者
又
は
道
路
運
送

さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
譲
渡
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
な
い
も

車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自

の
に
限
る
。
）
及
び
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な
い
容
器
（
当
該
容
器

動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
譲
渡
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
な
い

を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
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も
の
に
限
る
。
）
及
び
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な

自
動
車
へ
の
装
着
者
が
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、

い
容
器
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
氏

合
に
お
け
る
容
器
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
へ
の
装
着
者
が
所
有

名
等
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇

は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る
こ
と
。

所
に
規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
氏
名
等
（
以
下
「
氏
名
等
」
と

い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
を
貼
付
す
る
こ
と
。

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
外
観
検
査
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
外
観
検
査
）

第
二
十
条

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
圧
縮
水
素
自

第
二
十
条

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行

器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま

、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態

ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
漏
え
い
試
験
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
漏
え
い
試
験
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
略
］

２

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

２

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ

送
自
動
車
用
容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験

の
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま

、
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態

ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）
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第
二
十
二
条

［
略
］

第
二
十
二
条

［
略
］

２

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
及
び
同
条
第
四
項
第
四
号
の
告
示
で

２

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
一
の
三

［
略
］

一
～
一
の
三

［
略
］

一
の
四

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪

一
の
四

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
刻
印
等

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
容

に
お
い
て
示
さ
れ
た
容
器
検
査
年
月
又
は
製
造
年
月
か
ら
十
五
年
を
経

器
検
査
年
月
又
は
製
造
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

過
し
て
い
な
い
こ
と
。

二

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、

二

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ

ロ

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ

た
車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装

た
車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と

置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は

三

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
に
装
置

、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

（
一
般
附
属
品
の
外
観
検
査
）

（
一
般
附
属
品
の
外
観
検
査
）

第
二
十
四
条

附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

第
二
十
四
条

附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車

器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
一
般
附
属
品
」
と

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
一
般
附
属
品
」
と
い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、

い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
等
の
外
観
検
査
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
等
の
外
観
検
査
）
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第
二
十
七
条

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

第
二
十
七
条

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

る
附
属
品
（
以
下
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い

る
附
属
品
（
以
下
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い

う
。
）
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属

う
。
）
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属

品
（
以
下
「
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
、
国

品
（
以
下
「
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
、
国

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
以

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
以

下
「
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
、
圧
縮

下
「
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
及
び
圧

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
以
下

縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
以
下
「
圧
縮

「
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
及
び
圧
縮

水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、
目
視
又
は

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
以
下
「
圧
縮
水

拡
大
鏡
を
使
用
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、
目
視
又
は
拡

検
査
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き

大
鏡
を
使
用
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検

る
も
の
と
す
る
。

査
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
等
の
漏
え
い
試
験
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
等
の
漏
え
い
試
験
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
略
］

２

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

２

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮

装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
の
漏
え
い
試
験
（

水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従

に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置

こ
の
場
合
、
試
験
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う

し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
二
十
九
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次

第
二
十
九
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

一

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
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料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧

料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
液

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

料
装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は

用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証

イ

自
動
車
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ
た

票
に
記
載
さ
れ
た
容
器
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
附
属
品
の
記
号
及

容
器
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
附
属
品
の
記
号
及
び
番
号
は
、
当
該

び
番
号
は
、
当
該
附
属
品
が
現
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
の
記
号
及

附
属
品
が
現
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
附

び
番
号
並
び
に
附
属
品
の
記
号
及
び
番
号
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

属
品
の
記
号
及
び
番
号
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

ロ

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

ロ

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
容

装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
容
器
に
装
置
さ
れ
た
附
属

器
に
装
置
さ
れ
た
附
属
品
は
、
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
を

品
は
、
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
を
装
置
し
た
自
動
車
又
は

装
置
し
た
自
動
車
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載

二
輪
自
動
車
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ

さ
れ
た
容
器
の
記
号
及
び
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と

た
容
器
の
記
号
及
び
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な

が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

二

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属

装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と

品
に
あ
っ
て
は
、
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
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動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
自
動

ロ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇

車
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器
又
は
ガ
ス
漏

ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器
又
は
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
及
び
塗
布

え
い
検
知
液
及
び
塗
布
の
た
め
の
器
具

の
た
め
の
器
具

ハ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
圧
縮
水
素
自

ハ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自

及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が

動
車
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇
・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器

以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器

ニ

［
略
］

ニ

［
略
］

５
・
６

［
略
］

５
・
６

［
略
］

７

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

７

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国

動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用

装
置
用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
を
再
検
査
す
る
検

附
属
品
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
漏
え
い

査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
に
つ

試
験
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て
第
四
項
第
四
号
の
例
に
よ
る
。

い
て
第
四
項
第
四
号
の
例
に
よ
る
。

８

［
略
］

８

［
略
］
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（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

第
三
十
二
条

規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
告
示
に
定
め
る
証
票
は

第
三
十
二
条

規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
告
示
に
定
め
る
証
票
は

、
様
式
第
四
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

、
様
式
第
四
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
三

あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
三
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
四
）
に
定
め
る
容
器
再
検
査
合

は
様
式
第
四
の
四
）
に
定
め
る
容
器
再
検
査
合
格
証
票
と
し
、
こ
れ
を
燃

格
証
票
と
し
、
こ
れ
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
等
）

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
等
）

第
三
十
三
条

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
に
定
め
る
方
式

第
三
十
三
条

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
に
定
め
る
方
式

は
、
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇

は
、
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇

所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
す
る
方
式
と
す

所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
す
る
方
式
と
す

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属

自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属

品
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自

品
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
前
条
に

動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
前
条
に
よ
る
容
器
に
係
る
証
票
の

よ
る
容
器
に
係
る
証
票
の
貼
付
を
も
っ
て
、
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附

貼
付
を
も
っ
て
、
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
ア
ル
ミ

属
品
に
あ
っ
て
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
を
当
該
附
属
品
が

ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
を
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に

装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


